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20. 選         挙  
 
郵便等による不在者投票制度  
 

選挙人で身体に重度の障害があり､郵便等投票証明書の交付を受けている人は､郵便等によ

る不在者投票を行うことができます。 

 

○対象者 

１ 身体障害者手帳の交付を受けている人で、障害の程度が次のもの 

障害名 障害の程度 障害名 障害の程度 

両下肢 1 級・2 級 ぼうこう 1 級・3 級 

体幹 1 級・2 級 直腸 1 級・3 級 

移動機能 1 級・2 級 小腸 1 級・3 級 

心臓 1 級・3 級 免疫 1 級～3 級 

じん臓 1 級・3 級 肝臓 1 級～3 級 

呼吸器 1 級・3 級   

２ 身体障害者手帳の記載事項では上記の障害の程度に該当することが明らかでない場合は、上記

の障害の程度と同程度であると県知事（新潟市居住者は新潟市長）が書面により証明した人 

 

○申請から投票まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○代理記載制度 

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人（上記の対象者）で、自ら投票の記載を

することができない者として定められた下記の(1)又は(2)に該当する方は、あらかじめ市町村

（新潟市は各区）の選挙管理委員会に届け出た者（選挙権を有する者に限る。）に投票に関す

る記載をさせることができます。 

（１）郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、身体障害者手帳に上肢又は視覚の

障害の程度が１級である者として記載されている者 

（２）郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、(1)の障害の程度に該当することに

つき県知事（新潟市居住者は新潟市長）が書面により証明した者 

 

○窓口 

各市町村の選挙管理委員会(新潟市は各区の選挙管理委員会） 

（投票所を閉じる時刻までに選挙管理委員会委員長が投票を投票所に送致できるように郵送） 

① 郵便等投票証明書の交付申請 

② 郵便等投票証明書（７年間有効）を交付 

③ 各選挙期日の４日前までに投票用紙、投票用封筒の請求 

  （郵便等投票証明書の提示が必要） 

④ 当該選挙用の投票用紙、投票用封筒を交付 
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⑤ 郵便等による不在者投票 


